
第4回社会保障審議会日本年金機構評価部会  

平 成 2 2 年 3 月 2 9 日  日本年金機構中期計画・年度計画のポイントについて  資料2－1  

Ⅰ計画期間  

中期計画：平成22年1月1日～平成26年3月3  

年度計画：平成22年1月1日～平成22年3月3  

Ⅱ 年金記録問題への対応に関する事項  

○ 中期目標に定められた各般の取組を計画的に進める。  

Ⅲ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

○ 厚生年金保険等の適用の促進  
・年金記録問題への対応状況を踏まえつつ、毎事業年度（平成21年度を除く。）、取組に係る数値   
目標や具体的なスケジュールを定めた行動計画を機構全体及び各年金事務所ごとに策定し、効的・   
効率的な推進に努める。  

・重点的加入指導（職員による個別訪問及び年金事務所への呼び出し）など適用促進に関する各   

種取り組みについては、中期計画期間中のできるだけ早い時期に、社会保険庁における平成18年   
度の実績水準を回復し、その後、更なる上積みを行うことを目指す。  

○ 国民年金納付率の向上  
・毎事業年度（平成21年度を除く。）、取組に係る数値目標や具体的なスケジュールを定めた行動   

計画を機構全体及び各年金事務所毎に策定し、当該計画に基づき効果的・効率的に実施する。  

・国民年金保険料の最終納付率について、中期目標期間中、各年度の現年度納付率から4～5   

ポイント程度の伸び幅を確保することを目指す。   
t 現年度分保険料について、当面納付率の低下傾向に歯止めをかけ、これを回復させることを目標   
とする。具体的には、中期目標期間のできるだけ早い時期に、平成21年度の実績を上回り、その   

後、更なる改善を目指す。   

※ 年度計画において、平成21年12月末時点の納付率から平成22年3月末までの間において、1  

ポイント程度以上の納付率の伸びを確保することを目指す旨を記載する。   



○ 厚生年金保険等の徴収対策の推進  
・年金記録問題への対応状況等を踏まえつつ、毎事業年度（平成21年度を除く。）、取組に係る数   
値目標や具体的なスケジュールを定めた行動計画を機構全体及び各年金事務所ごとに策定し、当   
該計画に基づき効果的・効率的な推進に努める。  

請求書受付から年金証書が届くまでの所要日数の目標（サービススタンダード）を設定。  
■ 中期目標期間中、毎年度の達成率について、前年度と同等以上の水準を確保するとともに、最終  
年度においては当該達成率を90％以上とすることを目指す。  

＜サービススタンダード＞  

①老齢基礎・老齢厚生年金、遺族基掛遺族厚生年金：2か月以内（加入状況の再確認を要しない方は、1か月   
以内）、②障害基礎年金：3か月以内、③障害厚生年金：3か月半以内  

来所相談の待ち時間を、通常期で30分、混雑期で1時間を超えないよう、短縮に努める。  
・ねんきんダイヤル応答率について、毎年度の応答率について、前年度の応答率と同等以上の水   
準を確保し、最終年度においては、当該応答率を70％以上とすることを目指す。  

○ お客様の声を反映させる取組  

・「お客様へのお約束10か条」を策定し、その実現に努める。  
一 年金事務所におけるお客様モニター会議の開催、「ご意見箱」の設置等お客様の声を収集し、サー   
ビス改善につなげる仕組みを導入する。  

・お客様の声の内容を蓄積し、分析を行うためのデータベースを構築する（平成23年度中の導入■   
稼働を目指す）。  

・「お客様へのお約束10か条」の取組状況等を客観的に評価するための覆面調査を実施し、お客様   
に対するサービス向上を図る。  

・年次報告書（アニュアルレポート）を作成し、分かりやすく情報提供を行う。  

を 促進する。   請の利用  ％を目指し、  し ＼てオンライン利用率65  末にお  ・平成23年  



Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項  

○ 運営経章の抑制専  
一 機構の人員体制について、基本計画に基づき、合理化・効率化を進める。ただし、国家プロジェクト   

の期間中、年金記録問題の解決に必要な人員については、別途確保する。  

・人件真について、国家公務員の給与水準の動向や社会一般の情勢も踏まえ、効率化を進める。  
・ 一般管理責及び業務経真について業務の効率化を進め、中期目標期間の最後の事業年度にお   
いて、一般管理費（人件責を除く。）については平成22年度比で12％程度、業務経責（年金記録問   

題対策経糞、年金相談等事業経糞及び特殊要因により増減する経費を除く。）については平成22   

年度比で4％程度に相当する額の削減を目指す。  

委託業者とのサービス品質に関する合意の締結等により、委託業務の品質の維持・向上を図る。  

○ 社会保険オンラインシステムの見直し  

・新しい年金制度の検討状況を踏まえつつ、オンラインシステムの見直しに取り組む 。  

○ 契約の競争性・透明性の確保及びコスト削姉  

・調達コストについて、毎事業年度、調達計画額を定めるとともに、中期目標期間中の実績におい   
て、中期目標期間中の当該計画額（機構設立時に契約を締結するものを除く。）の合計額の10％以   

上を削減することを目指す。  
・契約について、競争入札（総合評価方式を含む。）によることを徹底し、契約予定価格が少額のも   
のを除く契約について、競争入札の件数が占める割合が80％以上の水準を確保することを目指す。   



Ⅴ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項  

○ 内部統制システムの構築  
・業務上のリスクを未然に防ぎ、仮に発生した場合にも迅速に対応し、再発を防ぐことのできる厳格   

な内部統制の仕組みを構築する。  
・文書管理規程を策定し、文書の原本管理■保管を徹底する。特にお客様からの申請書類等で重要   

文書として指定したものは永年保存とするなど、適正に管理・保管する。  

■ 毎事業年度の年次報告書（アニュアルレポート）の作成■公表等を行い、日本年金機構の業務運  
営等に関する情報等を分かりやすい形で、積極的にお客様に発信する。  
・年金記録問題への対応に関する業務の進捗状況等について、週次、月次等定期的に情報提供を  
行う。  

・不適正事案や事務処理誤りなどの報告の仕組みを整備するとともに、必要に応じて調査し、迅速  
に情報公開を行う等、適切に対処する。  

○ 人事及び人材の育成   

■ すべての正規職員について、全国異動により管理業務と現場業務の経験を通じて幹部育成を行う   
ことを基本とするキャリアパターンを確立する。   

一 年功序列を排した能力・実績本位の人材登用や給与体系等を確立する。   
t 職員の意欲向上、意識改革を図り、業務効率化等に資する人事評価制度を導入する。  
・職員の専門性を高めるための体系的な研修を実施するとともに、社内資格制度を設ける。  

■ 年金事業に対する信頼回復を図るため、個人情報の保護・管理に万全を期する。  

※ 年度計画（平成22年1月～3月の3か月間）については、中期計画に基づき、当該期間における取組   
事項を記載。  
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